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は
じ
め
に

副
題
で
あ
る
「
十
種
名
」
と
は
、
本
論
『
大
乗
起
信
論
』（
以
下
『
起
信
論
』・
本
論
）
に
つ
い
て

独
特
な
理
論
で
注
釈
さ
れ
た
『
釋
摩
訶
衍
論
』（
以
下
『
釋
論
』）「
解
釈
分
」
解
釈
で
説
か
れ
る
。

小
論
で
は
「
十
種
名
」
を
た
よ
り
に
『
釋
論
』
に
お
け
る
「
二
門
」
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

「
二
門
」
と
は
、「
真
如
門
」
と
「
生
滅
門
」
で
あ
る
。
前
章
「
立
義
分
」
で
解
釈
さ
れ
る
「
三
十
二

法
門
」
を
み
る
と
、
能
入
門
と
し
て
「
一
体
門
」・「
三
自
門
」
と
説
か
れ
る
。
そ
の
二
門
を
『
釋
論
』

は
「
解
釈
分
」
に
お
い
て
「
真
如
門
」・「
生
滅
門
」
と
し
て
捉
え

（
１
）

、
さ
ら
に
所
入
法
の
「
一
体
摩
訶

衍
法
」・「
三
自
摩
訶
衍
法
」の
二
種
と
一
組
に
し
て「
四
種
法
」と
命
名
す
る
。
こ
れ
が
所
入
法
の「
二

法
」
と
能
入
門
の
「
二
門
」
の
関
係
で
あ
る
。
以
上
の
「
四
種
法
」
に
「
十
種
名
」
が
展
開
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
四
種
と
あ
る
も
の
の
本
論
の
注
釈
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
一
心
」・「
二
門
」・「
三
大
」

の
構
造
を
踏
襲
し
た
「
一
心
」・「
二
法
」・「
二
門
」
の
構
想
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
『
釋
論
』
は

「
一
心
」・「
二
法
」・「
二
門
」
の
構
造
に
つ
い
て
各
々
「
十
種
名
」
が
説
示
さ
れ
る
と
す
る
。

続
け
て
『
釋
論
』
は
「
三
十
三
法
門
」
と
関
連
付
し
た
十
種
あ
る
「
摂
義
論
」
の
内
、『
起
信
論
』

の
み
を
取
り
上
げ
、
他
の
九
種
に
残
り
の
法
門
（「
二
十
九
法
門
」）
説
示
を
譲
る
体
裁
を
と
っ
て
い

る
（
２
）

。『
釋
論
』
は
「
四
種
法
」
の
み
を
解
釈
す
る
意
思
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

本
考
察
で
は
、「
十
種
名
」
を
検
討
す
る
手
順
と
し
て
、
ま
ず
「
二
門
」
の
性
質
を
踏
ま
え
た
い
。

要
す
る
に
本
論
所
説
の
「
一
心
」・「
二
門
」
の
内
容
と
、『
釋
論
』
の
理
解
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

そ
の
後
「
四
種
法
」
に
つ
い
て
検
討
し
、
順
次
「
一
心
」・「
二
法
」・「
二
門
」
に
お
け
る
「
十
種
名
」

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一
、「
立
義
分
」・「
解
釈
分
」
の
「
二
門
」
と
『
釋
摩
訶
衍
論
』
の
理
解

Ⅰ
「
立
義
分
」・「
解
釈
分
」
の
「
二
門
」
に
つ
い
て

本
項
で
は
、
ま
ず
『
起
信
論
』
に
お
け
る
「
二
門
」
に
つ
い
て
「
立
義
分
」
と
「
解
釈
分
」
の
内

容
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
後
『
釋
論
』
の
解
釈
を
検
討
す
る
。
そ
れ
で
は
『
起
信
論
』「
立
義
分
」

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
み
る
と
、

「
摩
訶
衍
者
。
總
說
有
二
二
種
一
。
云
何
為
レ
二
。
一
者
法
。
二
者
義
。
所
レ
言
法
者
。
謂
衆
生
心
。

是
心
則
攝
二
一
切
世
間
法
出
世
間
法
一
。
依
二
於
此
一
心
顯
二
示
摩
訶
衍
義
一
。
何
以
故
。
是
心
真

如
相
。
即
示
二
摩
訶
衍
體
一
故
。
是
心
生
滅
因
緣
相
。
能
示
二
摩
訶
衍
自
體
相
用
一
故
。
所
レ
言
義

者
。
則
有
二
三
種
一
。
云
何
為
レ
三
。
一
者
體
大
。
謂
一
切
法
真
如
平
等
不
二
增
減
一
故
。
二
者
相

大
。
謂
如
來
藏
具
二
足
無
量
性
功
德
一
故
。
三
者
用
大
。
能
生
二
一
切
世
間
出
世
間
善
因
果
一
故
。

一
切
諸
佛
本
所
乘
故
。
一
切
菩
薩
皆
乘
二
此
法
一
到
二
如
來
地
一
故

（
３
）

」

と
説
き
、「
摩
訶
衍
」
か
ら
「
法
」
と
「
義
」
が
説
か
れ
、「
法
」
か
ら
「
衆
生
心
」、以
降
に
「
二
門
」

そ
し
て
「
三
大
」
が
展
開
さ
れ
る
。

二
門
と
は
、「
衆
生
心
」
と
い
う
衆
生
の
心
の
在
り
様
を
二
門
に
分
け
る
。
そ
の
特
徴
は
、「
真
如

門
」
は
「
体
」、「
生
滅
門
」
は
「
体
相
用
」
と
説
き
、
真
如
と
い
う
悟
り
の
在
り
方
を
顕
し
、
生
滅

と
い
う
迷
い
の
在
り
方
を
顕
す
。「
摩
訶
衍
」（
大
乗
）
の
「
法
」
の
義
が
「
衆
生
心
」
よ
り
説
示
さ

れ
て
い
る
。

衆
生
の
心
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
が
「
体
」
と
「
体
相
用
」
と
い
え
る
。「
体
」
は
「
摩
訶
衍
」（
大

乗
）
の
「
体
」
と
な
る
。「
体
相
用
」
は
、「
義
」
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、「
体
」
を
、「
摩
訶
衍
」（
大

乗
）
の
「
体
」
で
一
切
法
の
真
如
、「
相
」
を
「
如
来
蔵
」
を
具
足
す
る
属
性
、「
用
」
を
前
二
種
の

は
た
ら
き
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
説
く
。
な
ぜ
「
自
」
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
説
か
れ
て

『
釋
摩
訶
衍
論
』
に
お
け
る
「
真
生
二
門
」
の
一
考
察

―
―
「
十
種
名
」
を
中
心
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―
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い
な
い
。

次
に
「
解
釈
分
」
を
み
て
み
る
。「
真
如
門
」
に
つ
い
て
、「
心
真
如
者
。
即
是
一
法
界
大
總
相
法

門
體
。
所
謂
心
性
不
生
不
滅
。
一
切
諸
法
唯
依
二
妄
念
一
而
有
二
差
別
一
。
若
離
二
妄
念
一
則
無
二
一
切

境
界
之
相

（
４
）一

。」
と
説
い
て
い
る
。

そ
れ
は
、「
一
法
界
大
総
相
で
法
門
の
体
」、
そ
し
て
「
心
性
の
不
生
不
滅
」
で
あ
る
と
す
る
。

一
方
、「
生
滅
門
」
と
は
、「
心
生
滅
者
。
依
二
如
來
藏
一
故
有
二
生
滅
心
一
。
所
レ
謂
不
生
不
滅
與
二

生
滅
一
和
合
非
レ
一
非
レ
異
。
名
為
二
阿
梨
耶
識）

5
（

一
。」
と
説
き
、「
如
来
蔵
に
依
る
故
に
生
滅
心
」
と
あ

り
、「
不
生
不
滅
と
生
滅
が
和
合
す
る
」
と
説
示
す
る
。「
真
如
門
」
の
「
一
法
界
」、「
生
滅
門
」
の

「
如
来
蔵
」、
そ
し
て
「
二
門
」
に
共
通
す
る
「
不
生
不
滅
」
が
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら

を
も
と
に
今
度
は
『
釋
論
』
の
解
釈
を
み
て
み
る
。

Ⅱ
『
釋
摩
訶
衍
論
』
の
「
二
門
」
理
解

「
立
義
分
」
に
お
け
る
二
門
に
つ
い
て
、『
釋
論
』
は
、

「
論
曰
。
總
標
二
能
入
二
種
門
一
故
。
言
二
依
於
此
心
一
。
總
標
二
所
入
二
種
法
一
故
。
言
二
顯
示
摩

訶
衍
義
一
。
云
何
為
二
二
門
一
。
一
者
心
真
如
門
。
二
者
心
生
滅
門
。
云
何
為
二
二
本
法
一
。
一
者

一
體
摩
訶
衍
。
二
者
自
體
自
相
自
用
摩
訶
衍
。
如
レ
是
所
入
二
種
本
法
。
或
從
二
能
入
一
建
二
立

其
名
一
。
所
レ
謂
以
二
真
如
體
一
。
而
為
二
其
門
一
所
二
趣
入
一
故
。
名
言
為
レ
體
。
以
二
自
相
本
覺
心
一
。

而
為
二
其
門
一
所
二
趣
入
一
故
。
名
言
為
レ
自
。
由
二
能
入
門
二
種
別
一
故
。
所
入
本
法
有
レ
二
應
レ
知
。

何
以
故
者
。
即
請
問
辭
。
謂
由
二
何
義
一
。
依
於
此
心
句
中
具
二
二
種
門
一
。
顯
示
摩
訶
衍
義
句

中
具
二
二
種
本
法
一
者
焉

（
６
）

」

と
説
き
、「
真
如
門
」
か
ら
「
一
体
摩
訶
衍
法
」、「
生
滅
門
」
よ
り
「
自
体
自
相
自
用
摩
訶
衍
法
（
三

自
摩
訶
衍
法
）」の
二
種
の
本
法
を
あ
ら
わ
す
と
説
く
。「
二
種
本
法
」と
は「
二
法
」の
こ
と
で
あ
る
。

「
真
如
門
」
に
「
体
」
が
説
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
真
如
体
」
と
説
く
。「
生
滅
門
」
に
「
自
」

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
各
々
違
う
能
入
門
、
す
な
わ
ち
「
生
滅
門
」
か
ら
所
入
法
と
し
て
開
か

れ
る
と
説
く
。
要
す
る
に
「
生
滅
門
」
と
「
真
如
門
」
の
性
質
が
異
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
『
釋
論
』
は
「
生
滅
門
」（
三
自
摩
訶
衍
）
の
「
自
」
に
つ
い
て
、

「
依
二
生
滅
門
一
所
二
趣
入
一
之
摩
訶
衍
法
立
二
自
名
一
耶
。
真
如
門
中
無
二
他
相
一
故
。
生
滅
門
中

有
二
他
相
一
故
。
他
謂
一
切
不
善
品
法
。
自
謂
一
切
清
淨
品
法
。
若
所
對
治
他
無
。
能
對
治
自

無
故
。
唯
言
レ
體
不
レ
說
自
焉
。
若
所
對
治
他
有
。
能
對
治
自
有
。
故
名
言
レ
自
不
二
唯
體
一
焉

（
７
）

」

と
し
、「
生
滅
門
」
の
「
自
」
は
「
他
相
」
に
よ
る
と
説
く
。「
他
相
」
の
「
他
」
は
「
不
善
法
」
で

あ
り
、「
自
」
は
「
清
浄
法
」
を
あ
ら
わ
す
。「
生
滅
門
」
の
中
に
染
浄
の
二
種
の
在
り
方
が
あ
る
と

『
釋
論
』
は
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、「
真
如
門
」
に
つ
い
て
は
不
善
で
あ
る
染
法
に
依

ら
な
い
在
り
方
と
い
え
よ
う
。

次
に
、「
解
釈
分
」
で
の
「
一
法
界
」・「
如
来
蔵
」・「
不
生
不
滅
」
の
解
釈
に
つ
い
て
み
て
み
る
。

「
真
如
門
」
に
お
け
る
「
一
法
界
」
に
つ
い
て
『
釋
論
』
は
、

「
心
真
如
者
即
是
一
法
界
大
總
相
法
門
體

0

0

0

0

0

0

0

0

0

者
。
即
是
建
立
名
字
門
。
謂
隨
二
功
能
一
立
二
其
名
一
故
。

（
中
略
）
一
心
作
二
大0

業
一
。
法
作
二
總0

業
一
。
界
作
二
業
一
。
故
法
之
門
。
門
則
是
體
。
是
故
說
言

法
門
0

0

體0
（
８
）」

「
一
心
」
を
「
大
業
」
と
し
、「
法
」
を
「
総
業
」
す
る
。
続
い
て
「
界
」
を
「
相
業
」
と
説
く
。

つ
ま
り
「
衆
生
心
」
の
働
き
と
、
一
切
の
「
聖
法
」（
法
業
）
を
出
生
す
る
「
因
」（
界

（
９
）

）
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
。

「
如
来
蔵
」
に
つ
い
て
は
、「
依
如
來
藏
故
者
。
所
依
一
心
。
彼
多
一
心
亦
名
二
如
來
藏
一
故
。
則

是
上
心
字
下
降
建
二
立
異
名
一
故）

（（
（

。」
と
あ
り
、「
衆
生
心
」
を
所
依
と
し
て
、「
多
一
心
」
を
「
如
来
蔵
」

と
説
い
て
い
る
。「
上
」は「
心
」か
ら
、「
下
」は
降
り
て
様
々
な「
異
名
」を
建
立
す
る
と
す
る
。「
如

来
蔵
」
が
「
衆
生
心
」
を
所
依
と
し
て
上
下
の
幅
広
い
層
を
あ
ら
わ
し
て
「
多
一
心
」
と
表
現
し
て

い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
不
生
不
滅
」
に
つ
い
て
は
、

「
總
攝
二
一
切
無
為
法
一
故
。
是
故
名
為
二
不
生
不
滅
一
。
不
生
不
滅
諸
無
為
法
之
總
相
故
。
總
攝
二
一

切
有
為
法
一
故
。
故
名
二
生
滅
一
。
生
滅
之
言
諸
有
為
法
之
總
相
故
。
如
レ
是
有
為
無
為
二
法
各

有
二
幾
數）

（（
（

一
」

と
し
、「
不
生
不
滅
」
と
は
「
無
為
法
」、「
生
滅
」
は
「
有
為
法
」
を
あ
ら
わ
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
「
総
相
」

で
あ
る
と
説
く
。
つ
ま
り
「
真
如
門
」
の
性
質
と
は
「
無
為
法
」
で
一
切
の
清
浄
法
（
善
法
）
を
総

摂
し
出
生
す
る
門
。「
生
滅
門
」
の
性
質
と
は
「
有
為
法
」
で
清
浄
法
と
染
法
の
二
種
を
合
わ
せ
総

摂
し
た
門
。
そ
し
て
迷
い
の
世
界
に
い
る
衆
生
の
心
を
「
多
一
心
」
と
し
て
「
如
来
蔵
」
で
あ
る
と

説
い
て
い
る
。

二
、「
四
種
法
」
に
つ
い
て

先
の
検
討
の
結
果
、『
釋
論
』
の
「
二
門
」
理
解
は
、「
真
如
門
」
を
浄
法
、「
生
滅
門
」
を
染
法

と
浄
法
と
し
て
い
た
。

二
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「
生
滅
門
」
に
お
け
る
「
自
」
に
つ
い
て
は
、「
他
相
」
で
あ
る
「
不
善
法
」
を
有
す
る
た
め
、
善

法
と
不
善
法
が
和
合
し
た
状
態
、
染
浄
法
を
「
三
自
」
と
説
い
て
い
た
。「
如
来
蔵
」
に
つ
い
て
は
、

「
衆
生
心
」
を
所
依
と
し
て
幅
広
い
層
を
表
現
し
「
多
一
心
」
と
し
て
い
た
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、『
釋

論
』
が
「
解
釈
分
」
に
お
い
て
解
釈
す
る
「
四
種
法
」
に
つ
い
て
考
え
み
た
い
。
そ
こ
に
は
、

「
論
曰
。
解
釋
分
中
唯
釋
二
四
法
。
所
餘
法
門
略
不
二
別
釋
一
。
云
何
為
レ
四
。
一
者
一
體
摩
訶
衍
。

二
者
三
自
摩
訶
衍
。
三
者
真
如
門
。
四
者
生
滅
門
。
何
故
餘
法
略
不
二
解
釋
一
。
一
心
遍
滿
等

九
論
中
已
解
釋
故）

（（
（

」

と
説
き
、『
釋
論
』
は
「
解
釈
分
」
解
釈
に
お
い
て
「
四
種
法
」
を
説
示
し
て
い
る
。
は
じ
め
に
で

触
れ
た
よ
う
に
、「
四
種
法
」
と
は
「
一
体
摩
訶
衍
法
」
と
「
三
自
摩
訶
衍
法
」、
そ
し
て
「
真
如
門
」

と
「
生
滅
門
」
の
計
四
種
を
指
す
。
残
り
の
法
門
に
関
し
て
は
、『
起
信
論
』
を
除
い
た
九
種
の
論

書
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
る
と
説
く
。

九
種
の
論
と
は
『
起
信
論
』
を
含
め
た
「
十
種
摂
義
論
」
の
こ
と
で
、「
三
十
三
法
門
」
そ
れ
ぞ

れ
に
関
係
す
る
。『
起
信
論
』
が
「
一
体
摩
訶
衍
法
」
と
「
三
自
摩
訶
衍
法
」、
そ
し
て
「
真
如
門
」

と
「
生
滅
門
」
の
四
種
が
関
係
す
る
よ
う
に
、
一
つ
の
論
書
に
各
四
種
法
が
解
説
さ
れ
て
い
る
と
す

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
解
釈
分
」
解
釈
で
は
『
釋
論
』
が
本
論
の
注
釈
書
と
し
て
前
述
の
四
種
法

に
つ
い
て
解
釈
を
行
う
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。

「
二
法
」・「
二
門
」
の
四
種
法
と
あ
る
が
、
本
論
の
「
一
心
」・「
二
門
」
の
構
造
を
も
と
に
構
想

さ
れ
た
、「
一
心
」・「
二
法
」・「
二
門
」
の
三
種
の
構
造
に
つ
い
て
論
説
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
十

種
名
」
と
の
関
係
は
、「
一
心
」
に
十
種
、「
二
法
」
に
各
十
種
、「
二
門
」
に
各
十
種
、
計
五
十
種

の
名
前
が
展
開
さ
れ
る
。
次
項
で
そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

三
、「
一
心
」・「
二
法
」
に
お
け
る
「
十
種
名
」

『
釋
論
』
は
「
一
心
」
と
「
二
法
」
に
つ
い
て
、
十
種
の
名
前
を
あ
げ
性
質
の
相
異
を
示
す）

（（
（

。
そ

の
内
容
に
つ
い
て
図
に
し
た
も
の
が
資
料
①
で
あ
る）

（（
（

。

①
か
ら
⑩
の
「
広
大
神
王
」
や
「
如
意
珠
」、「
如
来
蔵
」、「
一
法
界
」、「
摩
訶
衍
」
等
々
は
、
二

種
の
本
を
あ
ら
わ
す「
一
心
」の
別
名
で
あ
る
。
一
か
ら
十
と
㊀
か
ら
㊉
は「
二
法
」の
別
名
で
あ
る
。

そ
れ
ら
を
本
論
の
構
造
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と「
一
心
」が「
広
大
神
王
」等
で
あ
り
、「
二
法
」は「
金

剛
神
王
」
で
真
如
法
、「
主
海
神
王
」
は
生
滅
法
と
な
る
。
要
す
る
に
「
一
心
」
に
対
す
る
十
種
名
と
、

「
一
体
摩
訶
衍
法
」
の
十
種
名
、「
三
自
摩
訶
衍
法
」
の
十
種
名
、
計
三
十
種
が
こ
こ
で
説
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る）

（（
（

。
一
方
で
「
二
門
」
に
つ
い
て
直
接
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
こ
の
「
十
種
名
」
に
つ
い
て
『
釋
論
』
は
そ
れ
ぞ
れ
に
経
典
を

引
き
、
教
証
に
つ
と
め
て
い
る
。
そ
の
逐
一
に
は
紙
幅
の
都
合
ふ
れ
な
い
。

ま
ず
資
料
に
つ
い
て
①
か
ら
⑩
を
説
明
す
る
と
、「
一
心
」
の
「
十
種
名
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

数
字
は
前
述
同
様
、「
二
法
」
の
「
十
種
名
」
で
、
以
下
に
あ
る
文
は
そ
の
性
質
を
論
説
し
た
も
の

を
あ
げ
た
。

①
「
広
大
神
王
」
は
、「
立
義
分
」
解
釈
上
の
「
広
大
神
王
」
と
同
一
で
内
容
も
一
致
し
て
い
る）

（（
（

。

ま
た
、
⑧
の
「
摩
訶
衍
」
も
「
立
義
分
」
で
の
論
説
を
述
べ
て
詳
細
を
割
愛
し
て
い
る
。

⑦
「
一
法
界
」
と
⑩
「
一
心
」
に
注
目
す
る
と
、「
一
心
」
と
極
め
て
近
い
名
称
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

特
に
⑩
の
「
一
心
」
説
示
を
み
る
と
、『
釋
論
』「
解
釈
分
」
解
釈
に
お
け
る
「
如
来
蔵
」
理
解
の
説

示
と
近
い
表
現
と
ら
れ
て
い
る
。「
真
如
」（
一
体
摩
訶
衍
法
）
を
「
一
に
因
る
」
と
し
、「
生
滅
」（
三

自
摩
訶
衍
法
）
を
「
多
に
因
る
」
と
説
き
、「
一
一
心
」
と
「
多
一
心
」
が
連
想
さ
れ
る
。

三

資
料
①

一

心

二

法

①

広
大
神
王

一
、
金
剛
神
王　
【
真
如
】
一
体
本
法
は
一
向
に
真
如
浄
法
を
出
生
す

㊀
、
主
海
神
王　
〈
生
滅
〉
三
自
本
法
は
遍
満
し
て
一
切
種
種
の
浄
白
品
法
と
染
汚
品
法
を
出
生
す
る
が
故
に

②

大
虚
空
王

二
、
空
自
在
空
王　
【
真
如
】
一
体
空
王
は
無
住
処
を
以
て
自
在
と
し

㊁
、
色
自
在
空
王　
〈
生
滅
〉
三
自
空
王
は
有
住
処
を
以
て
自
在
と
す
る
が
故
に

③

出
生
龍
王

三
、
光
明
龍
王　
【
真
如
】
一
体
本
法
は
純
浄
の
法
を
以
て
而
も
そ
の
体
と
し

㊂
、
風
水
龍
王　
〈
生
滅
〉
三
自
本
法
は
染
浄
の
法
を
以
て
而
も
そ
の
徳
と
る
が
故
に

④

如

意

珠

四
、
金
主
龍
王　
【
真
如
】
一
体
如
意
は
唯
浄
法
を
生
じ

㊃
、
満
主
龍
王　
〈
生
滅
〉
三
自
如
意
は
通
じ
て
洗
浄
を
生
ず
る
が
故
に

⑤

方

等

五
、
白
色
方
等　
【
真
如
】
清
浄
法
界
は
白
必
薩
伊
尼
羅
の
如
く

㊄
、
乱
色
方
等　
〈
生
滅
〉
無
尽
法
界
は
乱
必
薩
伊
尼
羅
の
如
く
な
る
が
故
に

⑥

如

来

蔵

六
、
遠
転
遠
縛　
【
真
如
】
唯
覚
者
有
り
唯
如
如
有
り
流
転
の
因
を
離
れ
慮
知
の
縛
を
離
れ
て
一
一
白
白
な
り

㊅
、
與
行
與
相　
〈
生
滅
〉
善
不
善
の
因
と
為
し
て
苦
楽
を
受
く
因
と
倶
に
若
し
く
は
生
じ
若
し
く
は
滅
す

⑦

一

法

界

七
、
純
白
一
法
界　
【
真
如
】
空
種
の
無
礙
は
空
の
長
時
の
如
く

㊆
、
無
尽
一
法
界　
〈
生
滅
〉
遍
種
の
無
礙
は
有
の
長
時
の
如
く
な
る
が
故
に

⑧

摩

訶

衍

八
、
一
体
摩
訶
衍　
【
真
如
】
一
切
清
浄
の
法
と
一
切
無
礙
の
法
と
一
切
解
脱
の
法
と
（
中
略
）
一
切
寂
静
の
法
を
摂
す

㊇
、
三
自
摩
訶
衍　
〈
生
滅
〉
一
切
種
種
の
無
明
と
一
切
種
種
の
染
法
と
、
一
切
種
種
の
浄
白
品
の
法
を
摂
し

⑨

中

実

九
、
等
住
中
実　
【
真
如
】
若
し
真
如
に
依
れ
ば
異
同
珠
の
如
く

㊈
、
別
住
中
実　
〈
生
滅
〉
若
し
生
滅
に
依
れ
ば
同
異
種
の
如
く
な
る
が
故
に

⑩

一

心

十
、
是
一
是
一
一
心　
【
真
如
】
真
如
の
一
心
は
一
に
因
る
が
故
に
一
な
り

㊉
、
是
一
切
是
一
心　
〈
生
滅
〉
生
滅
の
一
心
は
多
に
因
る
が
故
に
一
な
り
と
言
も
う
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こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
⑥
の
「
如
来
蔵
」
を
み
る
と
、
真
如
法
を
「
流
転
の
因
を
離
れ
」
と
あ
り
、

覚
者
の
み
の
「
如
来
蔵
」。
生
滅
法
を
「
苦
楽
を
受
く
因
と
倶
に
」
と
あ
り
、「
多
一
心
」
で
あ
る
衆

生
の
「
如
来
蔵
」
が
説
い
て
い
る
。

前
者
は
流
転
の
因
を
超
え
た
善
の
み
の
法
、
後
者
は
流
転
の
因
と
共
に
あ
る
善
と
不
善
の
二
種
が

和
合
し
た
法
と
な
る
。
つ
ま
り
「
一
心
」
の
別
名
で
あ
る
「
如
来
蔵
」
が
二
法
に
共
通
し
た
思
想
で

あ
る
と
い
え
る
。
一
方
で
、『
釋
論
』
で
は
①
「
神
王
」
や
②
「
空
王
」、
そ
し
て
③
「
龍
王
」
が
至

る
所
で
説
示
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
⑥
「
如
来
蔵
」
所
説
「
真
如
」
の
説
示
を
踏
ま
え
る

と
、
出
生
さ
れ
る
他
の
別
名
で
あ
る
真
如
法
の
「
神
王
」
や
「
龍
王
」
等
は
「
覚
者
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
一
方
で
生
滅
法
は
迷
え
る
衆
生
で
あ
る
凡
夫
と
な
る
だ
ろ
う
。

四
、「
二
門
」
に
お
け
る
「
十
種
名
」

で
は
「
二
門
」
に
お
け
る
「
十
種
名
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。『
釋
論
』
は
先
に
「
真
如
門
」
に

つ
い
て
十
種
の
異
名
を
あ
げ
て
い
る
。
以
下
に
そ
れ
を
あ
げ
る
。（
番
号
筆
者
）

「
①
婆
伽
婆
俱
舍　

②
健
遮
阿
多
那　

③
必
菩
提
婆
梨　

④
健
訶
健
婆
那　

⑤
阿
陀
阿
只
尼　

⑥
阿
伽
阿
始
耶　

⑦
度
羅
諾
補
帝　

⑧
漠
呼
健
那
地　

⑨
摩
訶
標
陀
一　

⑩
婆
阿
叉
尼
羅　

如

是
十
種
名　

真
如
不
共
稱）

（（
（

」

①
か
ら
⑩
は
、
真
如
門
の
異
名
で
あ
る）

（（
（

。
そ
の
十
種
の
異
名
が
「
真
如
門
」
特
有
の
名
称
で
あ
っ

て
「
生
滅
門
」
に
は
通
じ
な
い
こ
と
を
説
く
。「
生
滅
門
」
に
も
十
種
の
異
名
が
説
か
れ
て
い
る）

（（
（

。

そ
れ
で
は
「
二
門
」
の
異
名
と
十
種
名
を
図
と
し
て
載
せ
る
。
資
料
②
で
あ
る
。
表
記
に
つ
い
て
は

「
真
如
門
の
異
名
」・「
生
滅
門
の
異
名
」
と
し
て
あ
げ
、
下
に
「
十
種
名
」
を
載
せ
る
。

二
種
の
異
名
を
比
べ
る
と
、「
婆
伽
婆
倶
舍
」
が
共
通
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
那

須
盛
隆
博
士
は
、
十
種
の
異
名
に
つ
い
て
梵
語
の
音
写
語
で
あ
り
、
そ
の
訳
語
が
次
下
の
長
行
の
釈

に
出
て
い
る
と
述
べ
て
い
る）

（（
（

。

こ
れ
を
も
と
に
、「
婆
伽
婆
倶
舍
」
を
み
て
み
る
と
、「
二
門
」
の
「
十
種
名
」
で
あ
る
「
如
来
蔵

門
」
の
場
所
と
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
二
門
に
共
通
す
る
異
名
の
「
婆
伽
婆
倶
舍
」
は
、
二
門
に

共
通
す
る
「
十
種
名
」「
如
来
蔵
門
」
の
梵
語
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、「
如
来
蔵
門
」
は
訳
語
に
な
ろ

う
。
こ
こ
で
も
「
一
心
」・「
二
法
」・「
二
門
」、
三
種
に
「
如
来
蔵
」
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
「
二
門
」
の
「
十
種
名
」
を
検
討
す
る
。「
二
門
」
の
対
応
関
係
を
図
に
し
た
も
の
が
資
料

③
で
あ
る
。

四

資
料
②

真
如
門

十
種
名

真 如 門 の 異 名

婆
伽
婆
倶
舍
（
一
）
如
来
蔵
門

→
雑
乱
無
き
故
に

健
遮
阿
多
那
（
二
）
不
二
平
等
門

→
差
別
無
き
故
に

必
菩
提
婆
梨
（
三
）
一
道
清
浄
門

→
異
岐
無
き
故
に

健
訶
健
婆
那
（
四
）
不
起
不
動
門

→
作
業
を
離
れ
る
故
に

阿
陀
阿
只
尼
（
五
）
無
断
無
縛
門

→
治
障
無
き
故
に

阿
伽
阿
始
耶
（
六
）
無
去
無
来
門

→
上
下
無
き
故
に

度
羅
諾
補
帝
（
七
）
出
世
間
門

→
住
向
無
き
故
に

漠
呼
健
那
地
（
八
）
寂
滅
寂
静
門

→
別
相
無
き
故
に

摩
訶
標
陀
一
（
九
）
大
総
相
門

→
虚
偽
無
き
故
に

婆
阿
叉
尼
羅
（
十
）
真

如

門

→
総
じ
て
諸
佛
一
切
法
蔵
平
等
義
理
法
門
を
摂
す

生
滅
門

十
種
名

生 滅 門 の 異 名

阿
梨
耶
鍵
摩
（
一
）
蔵

識

門

→
一
切
染
浄
法
を
摂
持
す
る
故
に

婆
伽
婆
倶
舍
（
二
）
如
来
蔵
門

→
如
来
法
身
の
体
を
覆
蔵
す
る
故
に

阿
伊
婆
那
羅
（
三
）
起

動

門

→
相
続
の
業
を
作
す
故
に

健
訶
健
只
尼
（
四
）
有
断
有
縛
門

→
治
障
有
る
故
に

健
伽
健
始
耶
（
五
）
有
去
有
来
門

→
上
下
有
る
故
に

叉
叉
筏
那
羅
（
六
）
多
相
分
異
門

→
染
浄
の
法
恒
沙
に
過
ぎ
た
る
が
故
に

羅
諾
補
帝
尼
（
七
）
世

間

門

→
四
相
倶
に
転
ず
る
が
故
に

闍
縛
多
涅
盤
（
八
）
流
転
還
滅
門

→
生
死
及
び
涅
槃
を
具
足
す
る
故
に

呵
只
伽
那
尸
（
九
）
相
待
倶
成
門

→
自
成
の
法
無
き
故
に

多
跋
多
健
舍
（
十
）
生

滅

門

→
総
じ
て
諸
佛
一
切
法
蔵
種
種
差
別
法
門
を
摂
す

先
程
の
よ
う
に
「
如
来
蔵
門
」
が
二
門
に
共
通
し
て
説
か
れ
る
。「
二
法
」
で
も
「
如
来
蔵
」
が

共
通
し
て
説
か
れ
て
い
た
。
筆
者
は
こ
の
「
如
来
蔵
」
が
先
の
「
一
心
」・「
二
法
」・「
二
門
」
の
構

造
に
大
き
く
関
係
す
る
特
徴
と
推
察
す
る
。「
真
如
門
」
に
お
け
る
「
如
来
蔵
門
」
の
説
示
箇
所
を

あ
げ
る
と
、「
一
者
名
為
二
如
來
藏
門
一
。
無
二
雜
亂
一
故）

（（
（

」
と
あ
り
、「
生
滅
門
」
に
お
け
る
「
如
来
蔵
門
」

で
は
、「
二
者
名
為
二
如
來
藏
一
門
。
覆
二
藏
如
來
法
身
體
一
故）

（（
（

」
と
説
い
て
い
る
。
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真
如
門
は
、
雑
乱
し
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
生
滅
門
は
染
法
に
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
た
覚
者
（
如

来
法
身
・
法
身
）
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
「
如
来
蔵
」
と
は
、本
論
「
生
滅
門
」
中
に
説
か
れ
る
。
以
上
と
関
連
す
る
思
想
に
「
十

種
如
来
蔵）

（（
（

」
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
十
種
名
」
以
降
の
「
心
生
滅
」
解
釈
に
お
い
て
説
か
れ
る
。「
生
滅
門
」
側
の
説
示
で
あ

る
と
確
認
で
き
る
。
一
方
で
真
如
の
如
来
蔵
に
つ
い
て
も
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
真
如
生
滅
の
関
係
を

推
察
す
る
上
で
重
要
な
思
想
と
い
え
よ
う
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
本
考
察
の
手
掛
か
り
と
し
た
い
。

四
番
目
に
あ
た
る
箇
所
に
「
真
如
真
如
如
来
蔵
」
が
説
か
れ
る
。
そ
こ
に
は
、

「
四
者
真
如
真
如
如
來
藏
。
唯
有
レ
如
故
。
真
修
契
經
中
作
二
如
レ
是
說
一
。
如
理
如
理
如
來
藏
。

非
二
建
立
一
非
二
誹
謗
一
。
非
レ
常
非
二
無
常
一
。（
中
略
）
此
經
文
明
二
何
義
一
。
所
謂
顯
三
示
真
如

門
中
性
真
如
理
。
唯
理
自
理
非
二
智
自
理
一
故
。
以
二
何
義
一
故
名
二
如
來
藏
一
。
謂
無
レ
他
故）

（（
（

」

と
あ
り
、真
如
門
の
中
に
あ
る「
如
来
蔵
」は「
真
如
真
如
如
来
蔵
」で
あ
る
と
説
く
。「
他
無
き
が
故
に
」

と
し
て
お
り
、「
他
」
は
先
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
「
一
切
不
善
法
」
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
に
依

ら
な
い
の
が
真
如
の
「
如
来
蔵
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
次
に
「
生
滅
門
」
の
「
如
来
蔵
」
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、

「
五
者
生
滅
真
如
如
來
藏
不
生
不
滅
被
二
生
滅
之
染
一
故
。
楞
伽
契
經
中
作
二
如
レ
是
說
一
。
大
慧
。

愚
癡
凡
夫
不
レ
覺
不
レ
知
。
執
著
二
諸
法
刹
那
不
一レ
住
。
墮
在
二
邪
見
一
而
作
二
是
言
一
。
無
漏
之
法

亦
刹
那
不
レ
住
。
破
二
彼
真
如
如
來
藏
一
故
。（
中
略
）
此
經
文
明
二
何
義
一
。
所
レ
謂
顯
下
示
生
滅

門
中
性
真
如
理
。
遠
二
離
無
常
之
相
一
不
生
不
滅
之
法
上
故
。
以
二
何
義
一
故
二
名
如
來
藏
一
。
謂

被
染
故）

（（
（

」

と
あ
り
、「
生
滅
門
」
の
「
如
来
蔵
」
を
「
生
滅
真
如
如
来
蔵
」
と
す
る
。「
無
漏
法
」
が
こ
の
「
如

来
蔵
」
に
「
住
」
せ
ず
「
真
如
如
来
蔵
」
を
「
壊
」
す
と
説
く
。
つ
ま
り
「
生
滅
真
如
如
来
蔵
」
と

は
「
不
生
不
滅
」
と
「
生
滅
」
の
法
を
被
っ
て
い
る
状
態
に
あ
る
。

「
不
生
不
滅
」
す
な
わ
ち
「
浄
法
」
の
性
質
が
「
真
如
門
」
の
「
如
来
蔵
」
と
捉
え
る
な
ら
ば
、「
染

法
」
の
「
生
滅
」
と
「
浄
法
」
の
「
不
生
不
滅
」
が
和
合
し
あ
う
状
態
に
あ
る
の
が
「
生
滅
門
」
の

「
如
来
蔵
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
本
論
の
「
不
生
不
滅
」
と
「
生
滅
」
は
浄
法
と
染
法
と
を
あ
ら
わ
し
、

「
和
合
」
は
「
生
滅
門
」
に
お
け
る
染
浄
法
の
状
態
を
意
味
し
て
い
る
。

以
上
二
種
の
「
如
来
蔵
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、「
如
来
蔵
」
が
「
二
門
」
に
共
通
し
て
い
る
。

本
考
察
で
は
深
く
触
れ
な
い
が「
体
相
用
」・「
自
体
相
用
」の
問
題
も
深
く
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
「
二
門
」
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
。「
真
如
門
」
に
は
①
か
ら
⑩
の
数
字
を
、「
生

五

滅
門
」
に
は
（
１
）
か
ら
（
10
）
の
数
字
を
付
し
て
、「
二
門
」
の
特
徴
に
つ
い
て
対
比
し
な
が
ら

述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
①
「
如
来
蔵
門
」
と
は
、
真
如
の
理
そ
の
も
の
を
顕
示
す
る
と
説
く
。
他
の
干
渉
を
受
け
ず

状
態
が
雑
乱
し
な
い
こ
と
を
こ
の
「
如
来
蔵
門
」
で
は
説
き
、
唯
覚
者
の
み
の
世
界
と
い
う
こ
と
に

な
る
。「
生
滅
門
」
の
（
２
）「
如
来
蔵
門
」
は
、染
浄
二
種
の
法
が
あ
っ
て
、染
法
が
如
来
法
身
（
法

身
）
を
覆
っ
て
し
ま
う
と
説
示
し
て
い
る
。

②
「
不
二
平
等
門
」
は
、真
如
の
不
二
を
表
現
す
る
。
対
し
て
「
生
滅
門
」
側
の
門
は
、（
１
）「
蔵

識
門
」で
あ
る
。
こ
の
門
は
、「
識
」で
あ
る「
阿
梨
耶
識
」を
蔵
し
て
い
る
と
説
く
。
異
名
に
あ
る「
阿

梨
耶
鍵
摩
」
も
「
阿
梨
耶
識
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
門
は
染
浄
の
法
で
あ
る
、「
有
為
法
」

と
「
無
為
法
」
を
包
含
し
、
そ
れ
ら
の
法
を
「
摂
持
」
し
て
い
る
門
で
あ
る
と
説
く
。

③
「
一
道
清
浄
門
」
は
、「
二
門
」
の
相
が
異
な
る
相
・
性
質
で
あ
る
た
め
「
異
岐
」
と
説
く
。

す
な
わ
ち
「
真
如
門
」
は
清
浄
の
法
の
み
で
あ
る
と
説
く
。「
生
滅
門
」
側
は
（
６
）「
多
相
分
異
門
」

で
あ
る
。
こ
の
門
は
、「
蔵
識
門
」
同
様
、
染
浄
の
有
為
法
と
無
為
法
が
「
恒
沙
」
の
よ
う
に
無
数

に
あ
る
た
め
「
多
相
」
に
し
て
「
異
分
」
と
説
く
。

④
「
不
起
不
動
門
」
は
、「
真
如
」
の
本
質
で
あ
る
「
理
」
が
本
来
原
理
的
に
相
対
性
を
必
要
せ

ず
「
作
業
」
が
存
在
し
な
い
と
説
く
。
そ
れ
に
対
し
立
て
ら
れ
る
「
生
滅
門
」
の
（
３
）「
起
動
門
」

は
、
染
浄
の
影
響
を
絶
え
間
な
く
「
相
続
」
す
る
と
説
く
。

⑤
「
無
断
無
縛
門
」
は
、「
障
」
が
な
い
た
め
当
然
「
治
」
の
働
き
が
な
い
と
説
く
。
そ
れ
に
対

立
す
る
（
４
）「
有
断
有
縛
門
」
は
、「
障
」
が
有
り
、
そ
れ
を
除
く
「
治
」
も
有
る
と
説
く
。
こ
こ

で
も
染
法
と
浄
法
の
相
対
関
係
が
説
か
れ
る
。

⑥
「
無
去
無
来
門
」
は
、「
真
如
門
」
に
「
上
下
」
の
関
係
が
無
い
こ
と
を
説
く
。
対
し
て
「
生
滅
門
」

の
（
５
）「
有
去
有
来
門
」
は
、
上
下
に
亘
る
染
浄
の
相
が
絶
え
間
な
く
有
る
と
説
く
。

⑦
「
出
世
間
門
」
は
、「
四
相
」
と
い
う
「
生
住
異
滅
」
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
「
出
世
間
」

と
説
く
。
対
す
る
「
生
滅
門
」（
７
）「
世
間
門
」
は
、「
生
住
異
滅
」
を
「
生
滅
門
」
の
名
の
如
く
、

生
滅
に
依
て
永
く
変
化
し
て
い
く
た
め
「
四
相
」
が
あ
り
「
世
間
」
を
離
脱
で
き
な
い
と
説
く
。

⑧
「
寂
滅
寂
静
門
」
は
、流
転
還
滅
の
往
来
が
無
い
。
対
し
て
「
生
滅
門
」
は
（
８
）「
流
転
還
滅
門
」

で
あ
る
。
こ
の
門
は
文
字
の
と
お
り
「
生
滅
門
」
が
染
浄
の
関
係
に
よ
っ
て
流
転
還
滅
す
る
こ
と
を

説
い
て
い
る
。

⑨「
大
総
相
門
」は
、「
別
相
」が
無
く「
総
相
」で
あ
る
と
説
く
。
本
論
所
説
の
真
如
門
に
お
け
る「
大

総
相
法
門
体
」
の
語
を
門
に
用
い
て
い
る
。
対
す
る
は
（
９
）「
相
待
倶
成
門
」
で
、「
自
成
法
無
き
」
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と
あ
る
よ
う
に
自
ら
の
法
が
無
い
。
染
浄
の
法
に
依
る
た
め
自
立
し
て
い
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。

⑩
「
真
如
門
」
は
、
①
か
ら
⑨
ま
で
の
総
結
で
、
常
に
「
虚
偽
」
無
く
真
実
で
あ
り
、
あ
る
が
ま

ま
と
説
く
。
対
す
る
は
（
10
）「
生
滅
門
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
の
総
結
で
あ
る
。

染
法
と
浄
法
の
差
別
諸
法
を
総
べ
る
法
門
で
あ
る
。「
二
門
」
は
「
二
法
」
で
の
検
討
の
結
果
か
ら

も
能
入
の
門
で
あ
る
。「
二
法
」・「
二
門
」
は
と
も
に
真
如
法
・
真
如
門
、
生
滅
法
・
生
滅
門
の
法

と
門
の
性
質
が
所
入
法
と
能
入
門
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

「
如
来
蔵
門
」
以
外
の
十
種
名
の
関
係
は
、
資
料
③
を
み
て
み
る
と
、
語
句
そ
れ
ぞ
れ
対
立
す
る

門
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
不
起
不
動
門
」
に
対
し
「
起
動
門
」、「
無
断
無
縛
門
」
に
対
し
「
有
断
有

縛
門
」、「
無
去
無
来
門
」
に
対
し
「
有
去
有
来
門
」、「
出
世
間
門
」
に
対
し
「
世
間
門
」。
以
上
四

種
が
あ
げ
ら
れ
る
。
必
ず
し
も
門
の
順
番
と
一
致
し
て
い
な
い
。
そ
れ
以
外
の
十
種
名
に
つ
い
て
は
、

思
想
面
に
お
い
て
門
同
士
が
対
立
し
て
い
る
。
委
し
く
は
資
料
③
を
ご
覧
頂
き
た
い
。「
如
来
蔵
門
」

で
の
検
討
の
と
お
り
、
真
如
門
が
「
浄
法
」、
生
滅
門
が
「
染
浄
法
」
の
性
質
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
た
。
そ
し
て
浄
法
の
如
来
蔵
が
あ
り
、
逆
に
染
法
に
覆
わ
れ
た
如
来
蔵
が
あ
る
。「
一
心
」・「
二

法
」・「
二
門
」
に
共
通
し
た
「
如
来
蔵
」
思
想
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

五
、「
二
法
」
と
「
二
門
」
の
同
異
に
つ
い
て

「
二
法
」
と
「
二
門
」
は
本
論
の
「
一
心
」・「
二
門
」
構
造
を
踏
ま
え
て
お
り
、
所
入
法
能
入
門

の
関
係
に
あ
る
。「
二
法
」
の
上
に
あ
る
十
種
の
「
広
大
神
王
」
や
「
出
生
龍
王
」
等
は
、「
一
心
」

を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
下
に
展
開
さ
れ
た
法
、「
一
体
摩
訶
衍
法
」
の
十
種
名
「
金
剛
神
王
」
等
は
真

如
法
、
そ
し
「
三
自
摩
訶
衍
法
」
の
十
種
名
「
主
海
神
王
」
等
は
生
滅
法
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ

し
て
「
二
法
」・「
二
門
」
に
は
「
一
心
」
の
十
種
名
の
一
つ
と
し
て
説
か
れ
る
「
如
来
蔵
」
が
二
法

と
二
門
に
共
通
す
る
思
想
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

本
項
で
は
『
釋
論
』
が
「
二
法
」・「
二
門
」
に
同
異
説
を
展
開
す
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
箇
所
を

検
討
し
、「
十
種
名
」
の
考
察
を
終
え
た
い
。
そ
の
内
容
と
は
「
二
法
」
に
「
三
異
二
同
」。「
二
門
」

に
「
七
異
一
同
」
の
同
異
が
あ
る
と
説
い
て
い
る）

（（
（

。

先
に
「
二
法
」
の
「
三
異
二
同
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
に
は
、

「
論
曰
。
二
種
本
法
有
二

三
異
二
同
一
。
云
何
為
二

三
異
一
。
一
者
依
異
。
各
有
二

所
依
摩
訶
衍
一

故
。
二
者
門
異
。
各
具
二
能
入
門
差
別
一
故
。
三
者
境
異
。
各
緣
二
自
依
一
為
二
境
界
一
故
。
是
名

為
二
三
異
一
。
云
何
為
二
二
同
一
。
一
者
遍
同
。
周
二
遍
法
界
一
等
二
其
量
一
故
。
二
者
名
同
。
十
種

名
字
通
二
二
法
一
故
。
是
名
為
二
二
同
一
。
何
故
如
レ
是
。
同
名
異
義
故）

（（
（

」

と
あ
る
。「
三
異
」
と
は
①
「
依
異
」、
②
「
門
異
」、
③
「
境
異
」。「
二
同
」
と
は
１
、「
遍
同
」、
２
、

「
名
同
」で
あ
る
。「
三
異
二
同
」と「
七
異
一
同
」に
つ
い
て
図
に
し
た
も
の
が
資
料
④
で
あ
る
。「
七

異
一
同
」
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
考
察
を
行
う
。
そ
れ
で
は
「
三
異
二
同
」
に
つ
い
て
順
に
ま
と
め
て

み
た
い
。

①
「
依
異
」
と
は
所
依
の
「
摩
訶
衍
法
」
が
異
な
る
と
説
い
て
い
る
。「
一
体
摩
訶
衍
法
」
は
「
真

如
門
」
側
の
法
で
あ
り
、「
三
自
摩
訶
衍
法
」
は
「
生
滅
門
」
側
の
法
で
あ
る
。

②「
門
異
」と
は「
能
入
門
差
別
」に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。「
一
体
摩
訶
衍
法
」に
は「
一
体
門
」、「
三

自
摩
訶
衍
法
」
に
は
「
三
自
門
」
が
門
と
し
て
関
連
し
、
一
法
一
門
の
対
応
関
係
を
こ
こ
で
は
説
い

て
い
る
。
例
え
ば
、
別
の
法
門
を
あ
げ
る
と
「
一
体
一
心
摩
訶
衍
法
」
に
は
「
一
体
一
心
門
」、「
三

自
一
心
摩
訶
衍
法
」
に
は
「
三
自
摩
訶
衍
法
」
と
な
る
。

③
「
境
異
」
は
②
の
内
容
と
同
じ
く
法
と
門
の
関
係
は
一
法
一
門
で
あ
っ
て
、
縁
に
よ
り
所
依
と

す
る
法
門
が
あ
る
。
境
界
に
入
る
に
は
、
当
然
、
縁
に
依
っ
た
法
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
界
へ
赴

く
在
り
方
（
門
）
が
あ
っ
て
一
々
の
法
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
真
如
門
」

は
「
一
体
摩
訶
衍
法
」、「
生
滅
門
」
は
「
三
自
摩
訶
衍
法
」
と
な
る
。

真 如 門 生 滅 門 資
料
③

① 如 来 蔵 門 （１）蔵 識 門

② 不 二 平 等 門 （２）如 来 蔵 門

③ 一 道 清 浄 門 （３）起 動 門

④ 不 起 不 動 門 （４）有 断 有 縛 門

⑤ 無 断 無 縛 門 （５）有 去 有 来 門

⑥ 無 去 無 来 門 （６）多 相 分 異 門

⑦ 出 世 間 門 （７）世 間 門

⑧ 寂 滅 寂 静 門 （８）流 転 還 滅 門

⑨ 大 総 相 門 （９）相 待 倶 成 門

⑩ 真 如 門 （10）生 滅 門
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七

「
論
曰
。
是
二
種
門
有
二
七
異
一
同
一
。
云
何
為
二
七
異
一
。
一
者
人
衆
生
異
。
真
如
門
中
唯
有
二

清
淨
解
脫
者
一
故
。
生
滅
門
中
備
有
二
三
聚
諸
衆
生
一
故
。
二
者
法
門
異
。
真
如
門
中
唯
有
二
一

向
清
白
品
一
故
。
生
滅
門
中
備
有
二
一
切
染
淨
法
一
故
。
三
者
所
依
異
。
各
有
二
所
依
摩
訶
衍
一
故
。

四
者
行
法
異
。
真
如
門
中
一
心
一
念
生
縛
。
不
レ
生
以
為
二
其
行
一
故
。
生
滅
門
中
以
レ
生
レ
滅
生

以
レ
滅
滅
レ
滅
。
以
為
二
其
行
一
故
。
五
者
體
相
異
。
心
真
如
門
與
其
本
等
故
。
心
生
滅
門
與
二
其

本
一
別
故
。
楞
伽
契
經
中
作
二
如
レ
是
說
一
。
寂
滅
者
名
為
二
一
心
一
。
一
心
者
名
二
如
來
藏
一
故
。

六
者
境
界
異
。
各
緣
二
自
依
一
為
二
境
界
一
故
。
七
者
位
地
異
。
真
如
門
中
相
雜
住
故
。
生
滅
門

中
往
向
住
故
。
是
名
為
二
七
異
一
。
云
何
為
二
一
同
一
。
所
レ
謂
遍
同
故
。
何
故
如
レ
是
。
異
名
異

義
故）

（（
（

」

と
説
い
て
い
る
。「
七
異
」
と
は
①
「
人
衆
異
」、
②
「
法
門
異
」、
③
「
所
依
異
」、
④
「
行
法
異
」、

⑤
「
体
相
異
」、
⑥
「
境
界
異
」、
⑦
「
地
位
異
」。「
一
同
」
と
は
「
遍
同
」
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
①

か
ら
「
遍
同
」
ま
で
順
に
進
め
た
い
。

①「
人
衆
異
」と
は
衆
生
の
種
類
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。「
真
如
門
」は「
清
浄
解
脱
者
」、「
生
滅
門
」

は
「
三
聚
諸
衆
生
」
と
説
く
。「
三
聚
」
と
は
「
邪
定
聚
」・「
不
定
聚
」・「
正
定
聚
」
の
三
種
機
根

で
あ
る
。『
釋
論
』
は
「
因
縁
分
」
解
釈
よ
り
「
三
十
二
法
門
」
と
関
連
さ
せ
て
説
示
し
て
い
る
。「
邪

定
聚
」
は
十
億
八
万
六
千
種
の
衆
生
、「
不
定
聚
」
は
三
十
種
の
衆
生
、「
正
定
聚
」
は
一
百
二
十
種

の
衆
生
が
「
三
十
二
法
門
」
を
通
し
て
「
生
滅
門
」
に
関
連
す
る
と
推
察
す
る
。
つ
ま
り
真
如
門
と

は
「
清
浄
解
脱
者
」
で
あ
る
「
覚
者
」
の
衆
生
が
対
象
で
、
生
滅
門
と
は
「
三
聚
諸
衆
生
」
を
対
象

と
し
て
い
る
。
衆
生
に
応
じ
た
門
が
あ
り
、
煩
悩
の
厚
薄
が
関
係
し
て
い
る
。
法
身
が
煩
悩
に
深
く

覆
わ
れ
た
状
態
が
「
生
滅
門
」
の
「
如
来
蔵
」
で
、
煩
悩
に
影
響
さ
れ
な
い
状
態
が
「
真
如
門
」
の

「
如
来
蔵
」
と
な
ろ
う
。

一
方
で
「
衆
生
」
の
理
解
に
つ
い
て
『
釋
論
』
は
「
立
義
分
」
解
釈
に
お
い
て
独
特
な
理
解
を
す
る
。

そ
れ
は
「
衆
生
」
を
「
衆
」
と
「
生
」
に
分
割
と
す
る
。「
四
衆
」
と
し
て
「
如
来
」・「
菩
薩
」・「
声
聞
」・

「
縁
覚
」
説
き
、「
四
生
」
と
し
て
「
卵
生
」・「
胎
生
」・「
濕
生
」・「
化
生
」
説
き
、
計
八
種
に
展
開

す
る
の
で
あ
る）

（（
（

。
こ
れ
ら
の
「
衆
生
」
理
解
が
「
立
義
分
」
解
釈
で
導
入
さ
れ
る
以
上
、
こ
の
「
人

衆
」
と
の
関
わ
り
も
当
然
あ
る
と
い
え
よ
う
。

②
「
法
門
異
」
は
「
真
如
門
」
を
「
一
向
清
品
法
」、「
生
滅
門
」
を
「
一
切
染
浄
法
」
と
説
く
。「
二

門
」
の
性
質
を
再
説
し
て
い
る
。

③
「
所
依
異
」
は
先
の
検
討
と
同
様
「
一
体
門
」
に
対
し
「
一
体
摩
訶
衍
法
」、「
三
自
門
」
に
対

し
「
三
自
摩
訶
衍
法
」
が
所
依
と
し
て
関
連
す
る
こ
と
を
説
く
。

資
料
④

「
三
異
二
同
」

一
体
摩
訶
衍
法

三
自
摩
訶
衍
法

①
依

異

→

一

体

摩

訶

衍

法

三
自
摩
訶
衍
衍
法

②
門

異

→

一
体
門
（
真
如
門
）

三
自
門
（
生
滅
門
）

③
境

異

→

一

体

摩

訶

衍

法

三

自

摩

訶

衍

法

1
遍

同

→

周

遍

法

界

等

其

量

故

2
名

同

→

十

種

名

字

通

二

法

故

「
七
異
一
同
」

真
如
門

生
滅
門

①
衆

異

→

清

浄

解

脱

者

三

聚

諸

衆

生

②
法

門

異

→

一

向

清

浄

品

一

切

染

浄

法

③
所

依

異

→

所

依

摩

訶

衍

所

依

摩

訶

衍

④
行

法

異

→

一

心

一

念

生

縛

以
生
滅
生
以
滅
滅
滅

⑤
体

相

異

→

体

相

異

体

相

異

⑥
境

界

異

→

境

界

異

境

界

異

⑦
地

位

異

→

相

雑

住

住

向

住

1
遍

同

→

遍

同

故

１
、「
遍
同
」
は
、「
一
体
摩
訶
衍
法
」・「
三
自
摩
訶
衍
法
」
は
共
に
「
摩
訶
衍
」
で
法
で
あ
る
。

そ
の
「
法
」
は
等
し
く
「
法
界
」
に
「
周
遍
」
し
て
い
る
。
つ
ま
り
法
の
持
つ
染
浄
法
の
性
質
が
異

な
っ
て
も
「
法
界
」
に
至
っ
て
は
差
別
な
く
等
し
く
遍
満
す
る
の
で
あ
る
。

２
、「
名
同
」
と
は
、「
二
法
」
の
「
十
種
名
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。「
一
心
」
の
十
種
名
か
ら
展
開

す
る
真
如
法
と
生
滅
法
の
計
二
十
種
の
名
前
は
、
も
と
は
す
べ
て
「
一
体
摩
訶
衍
法
」
と
「
三
自
摩

訶
衍
法
」
と
同
一
で
全
て
通
じ
る
。
そ
れ
を
十
種
の
別
な
名
前
を
も
っ
て
法
の
性
質
を
再
説
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
以
上
が
「
三
異
二
同
」
で
あ
る
。

で
は
次
に「
二
門
」に
お
け
る「
七
異
一
同
」に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
説
示
箇
所
を
あ
げ
る
と
、
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④
「
行
位
異
」
は
「
二
門
」
の
「
十
種
名
」
に
お
い
て
、「
無
断
無
縛
門
」
と
「
有
断
有
縛
門
」

で
説
か
れ
る
よ
う
に
、「
真
如
門
」
に
心
念
無
く
、「
生
滅
門
」
に
心
念
あ
る
こ
と
を
説
く
。「
生
滅
門
」

は
「
生
住
異
滅
」
の
「
四
相
」
が
説
か
れ
る
た
め
「
生
を
以
て
生
を
滅
し
滅
を
以
て
滅
を
滅
す
」
と

す
る
。「
真
如
門
」
は
「
不
生
不
滅
」
の
法
、「
生
滅
門
」
は
「
生
滅
」
と
「
不
生
不
滅
」
の
和
合
し

た
法
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

⑤
「
体
相
異
」
と
は
、「
真
如
門
」
は
「
本
と
等
し
い
」
と
説
き
、「
生
滅
門
」
は
「
本
と
別
」
で

あ
る
と
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
寂
滅
と
は
一
心
。
一
心
と
は
如
来
蔵
と
名
づ
く）

（（
（

」
と
あ
る
よ
う

に
、「
二
門
」
は
共
に
「
一
心
」
を
所
依
と
す
る
が
、能
入
の
関
係
で
「
一
に
因
る
」
か
「
多
に
因
る
」

か
に
よ
っ
て
「
体
相
」
が
異
な
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。

⑥
「
境
界
異
」
は
、「
二
法
」
の
「
三
異
二
同
」
の
内
「
境
異
」
と
同
じ
で
あ
る
。「
真
如
門
」
が

「
一
体
摩
訶
衍
法
」
を
境
界
と
し
、「
生
滅
門
」
は
「
三
自
摩
訶
衍
法
」
を
境
界
と
す
る
。

⑦
「
地
位
異
」
は
、「
十
種
名
」
所
説
「
無
去
無
来
門
」・「
有
去
有
来
門
」
の
内
容
と
関
連
す
る
。「
真

如
門
」
は
「
無
去
無
来
門
」
に
し
て
「
不
生
不
滅
」
で
あ
っ
て
「
上
下
」
の
階
位
差
別
が
は
じ
め
か

ら
存
在
し
な
い
。「
生
滅
門
」
は
「
有
去
有
来
門
」
に
し
て
「
生
滅
」
と
「
不
生
不
滅
」
の
和
合
す

る
迷
い
の
世
界
が
展
開
さ
れ
る
た
め
、「
上
下
」
間
の
行
き
来
の
差
別
が
生
じ
る
、
こ
れ
に
よ
り
階

位
の
差
別
が
生
ず
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
『
釋
論
』
は
「
地
位
」
の
説
示
に
つ
い
て
、『
大
本
楞
伽
經
』・

『
分
流
楞
伽
經
』・『
真
修
契
経
』
以
上
三
種
を
経
証
と
し
て
引
く
。

最
後
に
「
一
同
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
遍
同
」
は
、
こ
れ
も
「
三
異
二
同
」
の
内
の
「
遍
同
」

と
同
じ
で
あ
る
。「
二
門
」が「
法
界
」に
等
し
く
周
遍
し
て
い
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
以
上
が「
二

門
」
に
お
け
る
「
七
異
一
同
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
二
法
」
に
お
け
る
「
三
異
二
同
」
は
「
一
体
摩
訶
衍
法
」
に
対
し
「
真
如
門
」、「
三
自
摩
訶
衍
法
」

に
対
し
「
生
滅
門
」
が
所
入
法
と
能
入
門
の
関
係
で
論
説
さ
れ
て
お
り
、「
二
法
」
の
性
質
が
浄
法

と
染
浄
法
の
二
種
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
入
口
の
門
や
獲
得
す
る
教
法
に
相
異
が
あ
る
。
し

か
し
「
二
法
」
の
性
質
に
相
異
は
あ
る
も
の
の
、「
法
界
」
に
お
い
て
遍
満
す
る
量
は
差
別
が
無
く

等
し
く
、
境
界
の
差
異
が
無
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

「
二
門
」
に
お
け
る
「
七
異
一
同
」
は
、「
衆
異
」・「
門
異
」・「
体
相
異
」
等
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
た
。

衆
生
の
種
類
や
法
門
の
性
質
等
の
相
異
が
あ
っ
た
。「
三
異
二
同
」
と
同
様
に
、「
二
門
」
は
「
二
法
」

の
教
法
を
獲
得
す
る
た
め
の
入
口
で
あ
る
。
対
象
と
す
る
衆
生
に
「
如
来
蔵
」
の
染
と
浄
の
状
態
に

よ
っ
て
対
応
す
る
「
門
」
よ
り
入
り
、「
法
」
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
衆
生
の
種
類

に
お
い
て
、
真
如
の
側
は
「
清
浄
解
脱
者
」
で
「
覚
者
」、
生
滅
の
側
は
「
三
聚
諸
衆
生
」
と
な
る
。

六
、
ま
と
め

「
十
種
名
」
と
は
「
一
心
」・「
二
法
」・「
二
門
」
の
三
種
に
お
い
て
各
々
十
種
の
名
前
が
説
示
さ

れ
て
い
る
。「
二
法
」
は
「
一
体
摩
訶
衍
法
」
と
「
三
自
摩
訶
衍
法
」、「
二
門
」
は
「
真
如
門
」
と
「
生

滅
門
」、
そ
の
根
幹
に
位
置
す
る
「
一
心
」、
計
五
十
種
の
名
前
を
説
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

『
釋
論
』
は
「
一
心
」・「
二
法
」・「
二
門
」
に
つ
い
て
、
本
論
の
「
一
心
」・「
二
門
」・「
三
大
」

の
構
造
を
理
解
し
反
映
し
て
い
た
。
そ
の
性
質
は
「
真
如
門
」・「
一
体
摩
訶
衍
法
」
を
「
浄
法
」、「
生

滅
門
」・「
三
自
摩
訶
衍
法
」
を
「
染
浄
法
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
多
種
に
わ
た
る
名
前
は
、「
一
心
」・

「
二
法
」・「
二
門
」
に
内
在
す
る
性
質
に
つ
い
て
代
名
詞
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
推
察
す
る
。

つ
ま
り
「
一
心
」・「
二
法
」・「
二
門
」
の
性
質
を
十
種
の
名
前
と
し
て
名
義
化
し
た
も
の
と
い
え

よ
う
。
特
に
「
一
心
」
と
「
二
法
」
の
「
十
種
名
」
と
し
て
説
か
れ
た
「
如
来
蔵
」
と
、「
二
門
」
の
「
十

種
名
」
と
し
て
説
か
れ
る
「
如
来
蔵
門
」
は
、「
一
心
」・「
二
法
」・「
二
門
」
に
「
如
来
蔵
」
が
関

連
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
真
如
門
」・「
一
体
摩
訶
衍
法
」
に
は
浄
法
の
如
来
蔵
と
、「
生

滅
門
」・「
三
自
摩
訶
衍
法
」
に
は
染
浄
法
の
如
来
蔵
の
性
質
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
「
一
心
」
に
は
「
如
来
蔵
」、「
二
法
」
に
は
「
唯
一
覚
者
」
と
「
覆
如
来
法
身
」
と
し

て
「
如
来
蔵
」
が
関
連
し
て
お
り
、「
二
門
」
に
は
梵
語
の
「
婆
伽
婆
倶
舍
」
と
訳
語
の
「
如
来
蔵
門
」

が
説
か
れ
て
い
る
。
一
貫
し
て
「
如
来
蔵
」
の
思
想
が
説
示
さ
れ
て
お
り
、
衆
生
に
蔵
す
る
如
来
の

浄
と
染
の
在
り
方
が
「
一
心
」
を
通
し
て
「
二
法
」・「
二
門
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
『
釋
論
』
の

特
徴
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、「
二
法
」の「
三
異
二
同
」に
お
け
る
、十
種
の
特
徴
的
な
名
前
が
二
法
に
通
じ
る
と
す
る「
名

同
」、「
二
門
」
の
「
七
異
一
同
」
に
お
け
る
「
人
衆
異
」
で
の
「
真
如
門
」
に
「
清
浄
解
脱
者
」、「
生

滅
門
」
に
は
「
三
聚
諸
衆
生
」
を
対
象
と
す
る
説
示
は
「
二
法
」・「
二
門
」
の
特
徴
を
再
説
す
る
た

め
の
手
法
と
い
え
よ
う
。

結
論
と
し
て
「
二
門
」
に
お
け
る
「
十
種
名
」
は
「
一
心
」・「
二
法
」・「
二
門
」
に
つ
い
て
説
示

さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
が
「
一
心
」・「
二
法
」・「
二
門
」
が
一
組
で
説
か
れ
る
も
の
で
、
別
々
に

検
討
す
る
こ
と
は
最
適
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
本
考
察
で
は
終
始
、
構
造
理
解
に
重
点
が
置
か
れ
て
し
ま
い
、「
二
法
」・

「
二
門
」
に
関
係
す
る
他
の
思
想
の
考
察
が
で
き
な
か
っ
た
。
引
き
続
き
関
連
性
を
考
察
し
た
い
。

八
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註
（1）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
一
頁
上

（2）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
二
頁
上

（3）
『
大
乗
起
信
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

五
七
五
頁
下

（4）
『
大
乗
起
信
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

五
七
六
頁
上

（5）
『
大
乗
起
信
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

五
七
六
頁
中

（6）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
一
頁
上
―
中

（7）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
一
頁
下

（8）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
五
頁
下

（9）
『
新
国
訳
大
蔵
経
』「
仏
性
論
」・「
大
乗
起
信
論
」
四
七
五
頁

（10）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
八
頁
上

（11）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
九
頁
上

（12）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
二
頁
上

（13）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
二
頁
下
―
六
〇
三
頁
上

（14）
「
二
種
本
法
」
の
図
に
つ
い
て
、
既
に
那
須
盛
隆
博
士
（『
釋
摩
訶
衍
論
講
義
』
一
五
〇
―

一
五
一
頁
）
と
森
田
隆
僊
師
（『
釋
摩
訶
衍
論
之
研
究
』
一
五
六
―
一
五
九
頁
）
に
よ
る
図
が

論
文
に
お
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
お
二
人
の
理
解
を
参
考
と
さ
せ
て
頂
き
本
稿
に

お
い
て
図
を
載
せ
た
。
お
二
人
の
も
の
と
は
若
干
の
違
い
が
あ
る
の
は
、
本
稿
に
お
い
て
主
題

と
す
る
「
二
種
本
法
」
の
性
質
を
捉
え
る
た
め
、
引
用
す
る
原
文
を
数
例
あ
る
内
か
ら
、
適
当

と
判
断
を
し
た
も
の
を
載
せ
る
。
理
解
は
同
じ
も
の
と
考
え
る
。

（15）
森
田
龍
僊
著
『
釋
摩
訶
衍
論
之
研
究
』（
う
し
お
書
店　

一
九
九
九
年
）
一
五
五
―
一
六
二
頁

（16）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
一
頁
上

（17）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
四
頁
上

（18）
那
須
盛
隆
著
『
釋
摩
訶
衍
論
講
義
』（
大
本
山
成
田
山
新
勝
寺　

一
九
九
二
年
）
一
六
一
頁

（19）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
四
頁
中
「
①
阿
梨
耶
鍵
摩　

②
婆
伽
婆
俱
舍　

③
阿

伊
婆
那
羅　

④
健
訶
健
只
尼　

⑤
健
伽
健
始
耶　

⑥
叉
叉
筏
那
羅　

⑦
羅
諾
補
帝
尼　

⑧
闍
縛

多
涅
盤　

⑨
呵
只
伽
那
尸　

⑩
多
跋
多
健
舍　

如
是
十
種
名　

生
滅
不
共
稱
」（
番
号
筆
者
）「
真

如
門
」
同
様
十
種
の
別
名
を
説
く
。

（20）
那
須
盛
隆
著
『
釋
摩
訶
衍
論
講
義
』（
大
本
山
成
田
山
新
勝
寺　

一
九
九
二
年
）
一
六
一
頁

（21）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
四
頁
上

（22）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
四
頁
中

（23）
藤
田
隆
淳
著
「「
釈
摩
訶
衍
論
」
に
説
か
れ
る
十
種
如
来
蔵
」（『
密
教
文
化
』
第
一
三
一
号
所
収
）

（24）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
八
頁
中

（25）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
八
頁
中

（26）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
四
頁
中
―
下

（27）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
四
頁
中
―
下

（28）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
四
頁
下

（29）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
〇
頁
下

（30）
『
釋
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
四
頁
下




